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船舶事故調査報告書 

 

                               令和４年２月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年７月１９日 ０７時１０分ごろ 

発生場所 岡山県備前
び ぜ ん

市曽
そ

島北方沖 

 日生
ひ な せ

港日生防波堤西灯台から真方位２２８°１,５６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４２.９′ 東経１３４°１５.５′） 

事故の概要  貨物船QI
クイ

 HANG
ハ ン

は、西進中、また、漁船第八金比
こ ん ぴ

羅
ら

丸は、東北東進

中、両船が衝突した。 

第八金比羅丸は、船長が負傷し、船首部外板に圧壊を生じ、また、

QI HANG は、左舷船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和３年７月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 QI HANG（シエラレオネ共和国籍）、１,９９９トン 

   ８８５３７７６（ＩＭＯ番号）、QI HANG SHIPPING CO.,LIMITED

（Ａ社） 

８４.６０ｍ×１３.５０ｍ×７.００ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３６kＷ、１９９０年１２月 

Ｂ 漁船 第八金比羅丸、６.２トン 

   ＯＹ２－６４５（漁船登録番号）、個人所有 

１２.４２ｍ（Lr）×３.３３ｍ×１.０５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２０９.６kＷ、平成１０年７月３０日 

第２７１－３２４８８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍） ４３歳 

   船長免状（総トン数３,０００トン以上の船舶の船長、中華人

民共和国政府発給） 

    交付年月日 ２０１７年４月５日 

          （２０２２年４月５日まで有効） 

締約国資格受有者承認証（シエラレオネ共和国発給） 

Ｂ 船長Ｂ ７７歳 

  一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年１１月２１日 

免許証交付日 平成３１年４月１８日 
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           （令和６年１１月１９日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部外板に圧壊 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風速 約４.２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期、潮流 東流約１ノット

（kn） 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか１１人（中華人民共和国籍１０人、バングラデ

シュ人民共和国籍１人）が乗り組み、マグネサイト約３,０００ｔを

積載し、令和３年７月１９日０６時３０分ごろ備前市片上
かたがみ

港に向けて

同市大多府
お お た ぶ

島南方沖の錨地を出航した。 

船長Ａは、航海士及び甲板手と共に船橋当直について操船指揮をと

り、約６kn の速力（対地速力、以下同じ。）で航行していた。 

船長Ａは、片上港第５号灯浮標を左舷方に見て左転し、船首を西方

に定めた頃、左舷船首方０.６海里（Ｍ）付近にＢ船を視認し、Ｂ船

と安全な航過距離を保って通過できると思った。 

船長Ａは、Ｂ船との航過距離を保ちながら航行中、衝突の約１５～

２０秒前、Ｂ船との距離が約１５０～２００ｍとなったとき、Ｂ船が

左転してＡ船の前路に向かう進路となったのを認め、航海士に右舵

５°を指示したものの、０７時１０分ごろＡ船の左舷船首部とＢ船の

船首部とが衝突した。 

船長Ａは、Ａ社に本事故発生の連絡を行った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、通院の目的で、備前市日生港に

向けて同市鴻
こう

島西岸の係留場所を出航した。 

船長Ｂは、操縦席に腰を掛けて操船に当たり、曽島北西方沖に至っ

た頃、進路方向に航行の支障となる他船がいないことを確認し、船首

を東北東方に向け、約１０knの速力で手動操舵により航行していた。 

船長Ｂは、船首方の海面反射が眩しかったので、右舷方である曽島

北方沖のかき
．．

養殖施設（以下「本件養殖施設」という。）を見ながら

航行を続けていた。 

船長Ｂは、針路を日生港に向けようとして左転し、衝突の直前、船

首方至近にＡ船を視認して右舵一杯としたものの、Ａ船と衝突した。 

Ｂ船は、右回頭しながら本件養殖施設内のかき
．．

筏に接触して止まっ

た。 

本件養殖施設内で作業をしていた漁船（以下「本件漁船」とい

う。）の船長は、本事故の発生に気付いて本件漁船をＢ船の近くに寄

せ、船長Ｂがけがをしているのを認めて病院に運ぶことにした。 

船長Ｂは、本件漁船で日生港に運ばれる途中に、携帯電話で自身が

所属する漁業協同組合に本事故発生の連絡を行った。 
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船長Ｂから連絡を受けた漁業協同組合の担当者は、海上保安庁に本

事故発生の通報を行った。 

船長Ｂは、日生港の着岸場所から備前市内の病院に歩いて行き、約

１週間の加療を要する前額部挫創、外傷性頸部捻挫及び頭部打撲と診

断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ｂ船船首部の損傷状況 参

照） 

 その他の事項 船長Ａは、船員として約１３年の経験を有し、本事故発生場所付近

の航行経験が複数回あり、これまでに操業している漁船が比較的多

く、養殖施設が航路に比較的近い場所にあると感じていた。 

船長Ａは、左舷船首方０.６Ｍ付近にＢ船を視認した際、Ｂ船との

衝突の危険はないと判断し、Ｂ船に対して注意喚起信号を行うまでも

ないと思ったので、汽笛を鳴らさなかった。 

船長Ｂは、これまでに船首方の海面反射が眩しいと感じたことがあ

ったものの、本事故時、サングラス等を用意していなかった。 

船長Ｂは、曽島北西方沖に至った頃、進路方向に航行の支障となる

他船がいないことを確認していたので、船首方に他船がいないと思い

込み、衝突直前まで前方を見ていなかった。 

船長Ｂは、Ｂ船が左転を始めた頃、Ａ船が音響信号を行ってくれて

いればＡ船の存在に気付き、本事故の発生を回避できたと本事故後に

思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、曽島北方沖を西進中、船長Ａが、左舷船首方に左舷対左舷

の行き会い状態で接近するＢ船を視認した際、Ｂ船と安全な航過距離

を保って通過できると思い、同じ針路及び速力で航行していたことか

ら、至近距離でＢ船が左転し、Ａ船の前路に向かう進路となったのを

認め、右舵５°を取ったものの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、左舷船首方にＢ船を視認した際、Ｂ船と安全な航過距離

を保って通過できると判断していたことから、Ｂ船に対して注意喚起

信号を行うまでもないと思い、汽笛を鳴らさなかったものと考えられ

る。 

Ｂ船は、曽島北方沖を東北東進中、船長Ｂが、船首方に他船がいな

いと思い込み、右舷方の本件養殖施設を見ながら航行したことから、

左舷対左舷の行き会い状態のＡ船の存在に気付かずにＡ船の前路に向

けて左転し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、曽島北西方沖に至った頃、進路方向に航行の支障となる

他船がいないことを確認していたことから、船首方が海面反射で眩し
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い中、船首方に他船はいないと思い込み、右舷方の本件養殖施設を見

ながら航行したものと考えられる。 

原因 本事故は、曽島北方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が東北東進

中、両船が左舷対左舷の行き会い状態で接近する中、船長Ａが、Ｂ船

と安全な航過距離を保って通過できると思い、同じ針路及び速力で航

行し、また、船長Ｂが、船首方に他船がいないと思い込み、右舷方の

本件養殖施設を見ながら航行したため、Ａ船の存在に気付かずにＡ船

の前路に向けて左転し、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、自船の存在に気付かずに、小型船が急に転針して接近し

てくる場合があるので、その船舶に対して注意喚起信号を行うな

どして自船の存在を知らせること。 

 ・船長は、ふだんからサングラス等を用意しておき、海面反射が眩

しいと感じた際、サングラスを掛けるなどして、常時、周囲の見

張りを適切に行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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鴻 島 
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写真１ Ｂ船船首部の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（船長Ｂ提供） 


